
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用開始までの流れ 

受給者証の申請 

相  談 

契  約 

利用開始 

郡上市審査会 

 

 

 

 

 

・電話等で初回相談日を決めます。 

・お子さんの発達に関する相談を行います。 

・子ども発達支援センターを利用するために 

調査を実施し、必要な受給者証の申請手続き

を行います。 

・利用計画や児童調書等を基にして、利用の可否 

と支給量を決定します。 

・通所受給者証が発行されます。郡上市子ども

発達支援センターと利用の契約を行います。 

・個別支援計画に基づき療育を進めます。  

また必要に応じて計画の見直しを行います。 
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